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第３回八重瀬町統合庁舎建設委員会 

 

 

○日 時： 平成 24 年 12 月 4 日（火） 午後 3時 00 分から 5時 15 分 

○場 所： 本庁舎２階大会議室にて 

○参加者：  13 人 

      事務局 2 人 

○議 題：  1）統合庁舎建設の基本的な考え方について 

      2）統合庁舎の規模、敷地規模、駐車場規模について 

○内 容： 

委員長 ：それでは、みなさんに配られております資料と、一昨日配られた資

料がありますので、その内容で説明してもらいます。 

     それでは、審議事項に基づいて順次進めてまいりましょう。それで

は課長宜しくお願いします。 

課 長 ：配布資料の説明※省略：別紙資料参照 

     1） 統合庁舎の基本的な考え方について       

                 

委員長 ：ただいま、課長より資料 1 の説明がありましたが、これまで庁内委

員会を２回開催し検討された資料ということですが、委員において

はいろいろなご意見もあると思いますので、屈託のないご質問をお

願いしますが、質問の際には何ページのどこという風に質疑応答の

方をお願いします。 
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委 員 ：Ｐ8の（3）省エネルギ－など環境に配慮したエコ庁舎とありますが、

その中で雨水利用について入っていませんが、入れた方がいいと思

います。雨水や、合併処理浄化槽の処理水などを植栽などにかける

とか、追加してもいいと思います。 

委員長 ：委員からありました、雨水や浄化槽の処理水などの再利用について

も入れた方がいいのではとのことですが・・・。 

課 長 ：雨水や浄化槽処理水の再利用ということで追加した方がいいのでは

との提案がありましたので、具体的にどのようなものに利用できる

か検討させて頂きたいと思います。 

委員長 ：委員よろしいですか。 

委 員 ：はい。 

委員長 ：資料 1 については、内容が広範囲にわたっていますが、思うことが

あればご質問お願いします。 

委 員 ：はい。Ｐ8 の上◎の四番目に「小さなお子様を持つ利用者に対応で

きるおむつ交換台や・・・」とありますが、以前、何処かのス－パ

－だったか分かりませんが、トイレの通路で見える場所にありまし

たので、目線に入らないような壁など設けて配置を考えた方がいい

と思います。 

委員長 ：オ－プンにしないでちょっと見え無いようにしてほしいということ

ですね。 

     今の委員の質問は、小さなお子様を持つ利用者が対応できるようお

むつ交換台やキッズコ－ナ－などを配置するとありますが、そのよ

うな内容で庁内委員会では話が出なかったですか。 

課 長 ：今の内容としては庁内委員会では出ていませんが、そういったプラ

イバシ-などは配慮するように設計の段階で考慮したいと思います。 

委 員 ：「おむつ交換台」ではなく、「おむつ交換室」にしてはどうですか。

物を指しているので一つの空間、部屋として配置したらどうですか。 

委 員 ：どこかの施設で、トイレ(身障者用)の個室の中に普段は折りたたん

でいますが、利用するときにそのベッドを降ろして利用をするよう

なイメ－ジで自分は考えていたのですが・・・。 

委員長 ：トイレの中に交換台があるわけですよね。 

委 員 ：その台については、子供が暴れたりすると落ちる可能性があります

ので、柵などがあった方がいいですね。 

課 長 ：はい。設計の際に計画したいと思います。それと、委員(課長)は、

台が無い方がいいということですか。 

委 員 ：委員からの提案があったので、その他に授乳室なども配置予定だと
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思うので表現を変えるか、「台」という表現だとこのような意見がで

るので、「台」だけではなく「コーナー」というような表現にしては

どうですか。 

委員長 ：例えば、今のお話はおむつ交換室でもいいのではということですよ

ね。 

委 員 ：現在の役場にもロビ－にベッドがありますが、そこで交換されると

あまり良くないですよね。 

課 長 ：私が思っているのは、先ほど委員(課長)が言ったような、トイレの

中に交換台があって少し広いスペ－スの中で利用できればと思って

います。 

事務局 ：視察の際の北谷町の資料 P３左下の写真で交換台の写った写真があ

ります。このようなイメ－ジを持っていただければと思います。 

委員長 ：ただ一つ思うことは、このようなトイレはいくつも作ることはでき

ないでしょう。単純におむつ交換台だといくつも作れそうですが、

このスペ－スをもったトイレはいくつも作れないでしょう。事務局

がどのような考え方で持ってきたのかもう少しまとめて、検討した

方がいいと思います。 

課 長 ：数については、一箇所程度でいいと思います。 

委 員 ：それ程利用者はいないですからね。 

委 員 ：実際子供をお持ちの方にアンケ－トを取られてみたらいかがですか。

一人だけではなく、二人のお子様をもった方で大変苦労しているの

を見たことがありますので・・・。 

委員長 ：課長は、設計段階で検討していくとおっしゃっていましたが、委員

はアンケ－トも取ってみたらという意見でございましたのでそれも

含めて、もう一度検討してみてください。 

委 員 ：P4 にこれまでの経緯ということで、平成 20 年に各種委員会で庁舎

建設についての議論がなされてきたと思いますが、今回のこの資料

や内容についても同様なものですか、それとも異なる部分もありま

すか。 

委員長 ：これは、P4 これまでの経緯の平成 20 年 10 月から「八重瀬町公共施

設等建設委員会」が何回か開催されていますが、この委員会におい

て今回の内容等が検討されてきたのかという質問ですね。 

委 員 ：そうです。その委員会では位置について検討され、既に決まったこ

とのように思えますが、その時の内容と今回の説明資料とは性質が

異なるものですか。 

課 長 ：「公共施設等建設委員会」は平成 20 年から 21 年にかけて計 8回開催
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されていますが、目的としては、公共施設の位置を選定することで

ありますので、庁舎に関する事項やコンセプトなどについては審議

されていません。今回審議している内容とは異なるものです。 

委 員 ：それを踏まえ P8 の上の方、二つ目の◎で相談室の配置とありますが

現在の課の配置に合わせた形で具体的にどのようなものを持ってく

るのか、いくつ必要なのかとか、庁内委員会では話し合われたのか、

それともこの委員会で決めていくのですか。 

課 長 ：相談室については、税の相談など必要な課に配置する予定ですが、

次に説明する資料 2 の方で説明したいと思います。予定としては 4

室程度を考えています。 

委員長 ：次の資料 2で説明があるということです。 

委 員 ：それと、P8（3）の「省エネルギ－など環境に配慮したエコ庁舎」と

ありますが、太陽光発電や風力発電、自然光を取り入れるなどにつ

いては何ら意義ありませんが、ただこれに係る維持管理費や修繕な

どメリットデメリットはどうなっているのか、ちゃんと調査して導

入した方がいいと思います。 

事務局 ：今回導入の判断として、平成 25 年度の設計費の予算要望をしていま

すが、その中に「省エネルギ－の使用の合理化に関する法律に規定

する外壁、窓などをとおしての熱損失の防止及び建築物に設ける空

調設備などに係るエネルギ－の効率的利用のための判断に係る業務

を組み込んでおりその中で検討したいと思います。 

委員長 ：メリット、デメリットについても説明できますか。 

事務局 ：メリット、デメリットについてもその業務において総合的に判断し

て行きたいと思います。それと今日お配りした資料も後で説明した

いと思いますが、北谷町を視察した資料で、氷蓄熱システムの導入

で、築後 15 年が経過しシステムの修繕に 500 万ほど維持管理費に掛

ったなどあり、システムの導入にあたっては慎重に判断しないとい

けないと思います。 

委 員 ：あと一点、P10 の[整備方針]のなかの「庁舎敷地内に町民が憩い集

える広場を検討します」とありますが、私としても、役場に用事が

なくてもそういう場所に町民がいつでも足を運べるようになること

は大変賛成です。そのために第 1 回庁舎建設検討委員会でも図書館

など資料室などあれば、ちょっと足を運んで新聞や資料の閲覧だと

か考えていたのですが、公園として考えているのか、それとも何ら

かの施設を検討しているのですか。 

委員長 ：タウンセンタ－における役割とありますが、公園的な広場なのか空
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間としての利用なのか、どのような種類のものを考えているかとい

うことですが。課長どうですか。 

課 長 ：施設的なものとか、あるいは遊具をおくとかは現在考えておりませ

んが、町民がいつでも入ることが出来てキャッチボールやサッカ－

などいろいろ利用できるような芝広場などを検討しております。 

     まだ、遊具の設置とかについては今後の検討となります。 

委員長 ：これに関連するわけではないですが、それだけの敷地は確保されて

いるのですか。 

課 長 ：現在 10,160 ㎡確保されておりますので、庁舎を 5,000 ㎡から 6,000

㎡としても 3 階建てと想定して、建築面積が 2,000 ㎡で、あと駐車

場が 6,500 ㎡程度となっていますので、1.000 ㎡以上が広場として

活用できると思います。 

委員長 ：広場としての可能性はあるわけですね。 

委 員 ：今の件に関連して宮城委員の話については幅があると思うのですが、

オープンスペースとか広場というのは、施設と空間は別々として分

けるのではなく、施設と一体として室の中に空間を取り込むとか、

いろいろな考え方はあると思いますが、これについては、今後次の

設計段階でいろいろな知恵がでてくると思います。そのために早い

時期から方向性を練る話だと思います。良い事例として、現浦添市

役所では、キャッチボ-ルとかサッカ－ができるわけではないですが、

市民の交流の場として利用されている事例があります。例えば、通

り会の企業がイベントをしたり、福祉施設の方々がバザ－であった

り、利用する上での方針をきちっとしていれば、次の段階でのアイ

ディアに繋がると思います。 

委員長 ：一つの定義ということですね。 

課 長 ：広場の利用方法を具体的にするということですか。 

委 員 ：いろいろな選択肢がありますので、その内容を匂わすような表現に

した方がいいのではということです。 

委 員 ：私は、広場に木などを植えてベンチなどがあって、年寄りや子供た

ちが憩えるような広場をイメージしていたのですが。 

課 長 ：芝の広場としての考え方となっています。 

委員長 ：少なくとも建造物の中ではないということで理解してください。 

課 長 ：今回この「基本構想・基本計画」を策定し次は、基本設計・実施設

計にうつります。設計者選定の契約方法は、今後決めていきますが、

実施に移る際に設計者の創造性や技術力によってより具体的になっ

ていくと思います。また、幅をもたせ、抽象的な形で表現して行っ
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た方がいいのではと考えます。 

委 員 ：コンセプトについて、各論的な話しが出てきたので、どこまで議論

するべきなのか皆さんのお話を伺いながら思っていましたが、何を

どこまで話せばいいのか図りかねていて、今の話からすると、コン

セプトでいったん事務局と庁内委員会において具体的レベルで吸い

上げてきた内容を設計の段階で具体的に実現するにあたりどういう

風な形になっていくのかという局面が一回あって、それに対して

我々委員が議論し、何度か繰り返してコンセプトであったり、実質

的な設計などを両面的に検討していく中でこの資料の内容が細かい

視点から積み上げるのか、それとも大きい視点から詰めていくのか

アプロ－チが見えてこなかったので、委員会の進め方をどのように

した方がいいのですか。 

委員長 ：総論、各論ではなくして、課長から説明があった資料については、

庁内委員会にて２回検討されて出てきたものでありますので、我々

委員の役目としては、足りない項目について意見を出したり、ある

いは内容に対しての提言であったり、追加してほしいものがあれば

意見として出して、事務局の方で後日とりまとめを行ってから再度

審議するような形をとった方がいいと思います。 

課 長 ：基本設計・実施設計を発注するにあたり、この「基本構想・基本計

画」を基に仕様書に反映していくわけですが、この内容を構想の中

である程度幅を持たせた形で文書にて表現していきたいと考えてい

ます。 

委 員 ：先ほど委員からあったように、まちづくり関係でソフト面とハ－ド

面を一体で進めていくものに関しては、ある程度幅広くすると議論

がぼけたり、それと、もう少し突っ込んでいいものと、ある程度具

体的に仕様が決まっているものについてはこれ以上に議論がなされ

ていると思います。しかし実際にはいろいろな制約がある中で優先

順位が決まっている部分もあったりするので、この場でどのような

話をすると役に立つような議論ができるのかということだったので

すが、その辺も含めてお話していこうという風に解釈しました。 

委員長 ：その他にないですか。 

委 員 ：P7 のユニバ－サルデザインについては、庁舎についてはもちろんで

すが、庁舎周辺については特に明記されていないので、どのように

考えているのか。県の福祉施設で施設ではなく周辺で段差が多いと

のことで問題になったと思いますが。 

委員長 ：まちづくり計画課長から説明できますか。 
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課 長 ：新庁舎の予定地においては、タウンセンターゾーンとして位置づけ

られており、そこで土地利用構想がなされています。国道からの入

口などに案内板や、周辺施設（JA おきなわ）との話し合いも進めて

おり、今後具体的に土地利用のあり方について話し合いを持ってい

ます。 

委員長 ：余談になりますが、距離はどの程度ありますか。 

課 長 ：国道から約 170ｍで伊覇のバス停からは約 250ｍ程度となっておりま

す。バス停についてもお話しますが現在、国道 507 を中心として公

共交通機関のバスが通っています。今回庁舎建設に伴い路線の考え

方についても現在協議を進めているところです。 

委員長 ：現在、バス会社とも協議を進めているということであると思います

が、お年寄りが大変だと思いますので今後、路線の変更ができるよ

うでしたらすばらしいことだと思います。その他にありますか。 

委 員 ：先ほど竹内委員から指摘がありました、この会の進め方ですが資料

において、「基本方針」と「整備方針」が一緒に進められているので

混乱しているように感じられるのですが、例えば P2 の目次案の【6】

導入機能については、現在、防災拠点機能と町民交流ホ－ルの二つ

が挙げられていますが、P9 の(5)町民とふれあいのある協働のまち

づくりを推進する庁舎の[整備方針]にあります「町民と行政の情報

交換が図られる場を確保し気軽に訪れることができるスペ－スを配

置した庁舎」がこの町民交流ホ－ルになるのか、それとも別の事を

言っているのか、これから整合を図るかと思いますが、大きな視点

と細かい視点を切り離して説明していないので混乱しているような

印象を受けました。そこで、これまで庁内委員会で議論されたとい

うことで、2 点ほど教えていただきたいのですが、1 点目は、P8 の

「(2)町民の安心・安全な生活を守る防災拠点としての庁舎」とあり

ますが、おそらく八重瀬町でも現在「地域福祉計画」を計画してい

る最中だと思いますが、その計画との整合性はどうなっているので

すか。2 点目は、P10 タウンセンタ－地区における庁舎の役割の[整

備方針]で「八重瀬町の中心市街地の顔となるような景観にも配慮し

た庁舎とします。」とありますが、これについても、現在八重瀬町景

観計画を策定していると思いますが、その中で統合庁舎の位置づけ

が議論されているのか伺いたい。 

委員長 ：P8 の防災拠点としての庁舎とは、現在策定中の「地域福祉計画」と

の整合性について回答お願いします。 

課 長 ：現在、行動計画の中で「地域福祉計画」を策定中でありますが、私
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自身もその委員であります。行動計画はあくまで地域で地域の方々

を助けていくという体制づくりを構築していくもので、特に庁舎へ

の取り込みという形では考えていないと思います。それと、大規模

災害や有事の際に対応できる庁舎とは、町民交流ホ－ルを随時切り

替えてそこを避難場所とする機能を備えようということです。特に

その様な機能を持たせるものではなく避難した住民をそこに受け入

れる起点としましょうということです。 

委 員 ：要するに、要援護者などを受け入れることもあるのですか。 

課 長 ：そこまでは、計画にないです。それを対象とするのであれば医療機

器などの配置もありますので、そこまでは検討していません。 

委 員 ：そこまでは検討しなくても、位置づけとして明記しないといけない

と思います。 

課 長 ：そうですね。誤解を招かないようにしないといけないですね。 

委員長 ：P10 のタウンセンタ-についてもお願いします。 

課 長 ：景観計画においても策定中ですが、まだ具体的に庁舎の位置づけに

対してどのようにしたいというのは、まだ決めておりません。 

委 員 ：素人の発想なのですが、以前の大震災の際に救助のヘリが下りられ

ないということがあり、救出までに 1 週間もかかったとかありまし

たが、この地区でも新しいビルなども建ち始めていますので、この

庁舎にもそのような場所についても考えられているのか教えていた

だきたい。 

課 長 ：現在、考えていませんが近くにサッカ－場やゲートボール場があり

ますので、そこで対応できるようにしたいと考えています。 

委 員 ：自衛隊の方が言っていましたけど、暗闇の中での救助が厳しいとい

う風にありましたので。 

課 長 ：現在、陸上競技場と多目的広場については、災害時のヘリポ－トと

して登録されています。 

委 員 ：先日、宮古島市に行ったのですが、防災の為の水タンクを設置して

ありましたが、町でも計画はありますか。 

課 長 ：タンクの予定はありませんが、備蓄用のペットボトルはあります。

それと、非常食としてカンパンもあります。 

委員長 ：それでは、資料 1 についてはこれでいいですね。また、何かありま

したら事務局の方まで連絡してください。少し休憩を入れます。 

     休憩 6分 

委員長 ：それでは、資料 2を課長の方から説明お願いします。 

課 長 ：資料 2の説明：省略、別紙資料参照 
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委員長 ：時間があと 30 分ほどしかございませんので、有効に活用しながらご

意見拝聴したいと思います。それではどうぞ 

委 員 ：P3 の統合庁舎入居予定職員数とありますが、一般職員数の 98 人の

中に臨時職員も含んでいるのですか。 

事務局 ：先にお配りした別紙 1 の(イ)の中で常勤職員の現在数となっている

ことから、臨時職員は含んでおりません。 

委 員 ：P2 の将来職員数の 202 人にも臨時職員は含んでいないのですか。 

課 長 ：はい、正職員です。その内、幼稚園や保育所、給食センタ－などの

職員を差し引いて 174 人の職員が入居する計算となっています。 

課 長 ：現在は、臨時職員は出産休暇、育児休暇などの場合にフルタイムで

入れている状況です。その他には、幼稚園や給食センタ－などが人

数を占めています。 

委 員 ：それと P8 の課の配置計画で２階に社会体育課がありますが、前回庁

舎視察で、同じような課が施設の管理面で支障があるということで

一年後に移転したと言っていました。同様なことがあるかも知れま

せんね。 

事務局 ：基本的な考え方として、「窓口のワンストップ行政サ－ビス」を目標

としていることからすべての課を一つの庁舎に入れるということで

す。 

課 長 ：社会体育は、庁舎に入居する予定です。そこで管理として必要があ

れば、担当職員を一人派遣してもいいのではと考えます。 

委 員 ：それともう一つ、駐車場の件ですが、総務省基準で 25 ㎡とあります

が別の市町村役場でもこのようになっているのか調べていただいて、

実際にその 200 台が収容できるのか調査してください。 

課 長 ：収容できるか確認します。 

委 員 ：国土交通省による算定規模と総務省による算定基準を比較すると総

務省基準の 5,800 ㎡にした方が個人的にはいいのかなと思います。 

委員長 ：その他にありませんか。 

委 員 ：三点程お願いします。一点目に総務省基準と国交省基準であくまで

も職員数に応じて算定したものとなっていますが、その面積を遵守

しないと予算が下りないとかあるのですか。それともあくまで目安

的なものですか。これは、最初で面積要件を固めてしまうと、後で

コンセプト用件を実現するに当たって、設計においても、縛りに追

い込まれるようなことになると自由度が低くなる部分がありますし、

それとも、財政上の面でその面積となっているのか、何処に重点を

おいて行っているのか算定基準の意味合いを伺いたい。 
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委員長 ：それでは、算定基準の意味合いについて、回答してくだい。 

課 長 ：この規模にしないとお金が入ってこないとかではなく、ある程度規

模を示すために出した算定規模となっています。何もない状態では

議論することができませんので、あくまでもたたき台として、ふた

つの基準にて算定した規模となっています。 

委 員 ：私としては、自由度が高い方がいいと思いましたので。 

課 長 ：そこで P6 にあるように国交省で算定した 5,400 ㎡から総務省で算定

した 5,800 ㎡程度としますという文言にするか、それとも概ね 5,800

㎡という表現にするのかこの委員会で決めていただきたいと思いま

す。 

委 員 ：伺った話からすると、二つ目の概ねという表現の方が自由度として

高いように思います。次に二点目ですが、P7 の駐車場面積の算定に

おいて、一般駐車場については、200 台とありますが、常時この台

数が使われているわけではないと思いますので内 100 台分は職員が

利用して土日の祭事などには一般に利用していただくような組み合

わせができればいいと思いますが。 

課 長 ：現在の職員駐車場については、個人の土地を借地しており、職員の

負担で借地をしていますので、同じ考え方で今後も庁舎付近に借地

をしていきたいと考えています。 

委 員 ：P8 で、先ほど委員からもお話がありましたが、宜野座村役場の例で

いうと、窓口の福祉関係職員が増えたことにより手狭になったが、

２階部分は施設管理の都合上教育委員会が役場から出て行ったこと

で空いたスペ－スができるなど、町民の需要などに対応できるよう

な配置計画となっていますか。 

委員長 ：課の配置計画及び階層について、ご説明お願いします。 

課 長 ：課の配置計画については、多くの町民がよく利用する課を一階部分

に配置したいと考えています。また、二階は事業を実施する課を配

置したいと思います。 

委 員 ：住民目線が重要ということですか。 

課 長 ：やはり、一番利用する窓口が重要と考えています。 

委員長 ：その他にありませんか。 

委 員 ：今回の庁舎面積が 5,800 ㎡ということで、この面積を引き出すため

に検討されてきたと思いますが、この各基準によって出されている

医務室などは具体的に配置されるものですか。 

事務局 ：医務室に関しては、国交省基準の中で、職員数が 150 人以上いれば

55㎡という基準面積があります。また、庁内委員会で検討した結果、
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産業医の執務室と休憩室を兼用し有効活用する考え方になっていま

す。 

委 員 ：例えば、P4 の、その他必要面積として、町民ロビ－が 200 ㎡、町民

交流ホ－ルが 220 ㎡とありますが、合わせると 420 ㎡規模の広いス

ペ－スが生まれるわけですが、分けて配置するのではなく、ひとつ

にまとめた方が使い勝手が良くなるのではと思います。今後実施設

計に向けて検討されると考えていいですか。 

事務局 ：先ほど課長から説明がありましたように、あくまで面積の規模を算

定する資料となっており、基本設計や実施設計を発注する際に、現

在審議している構想や計画を基に、想像力や、いろいろなアイディ

アをもった設計者に委ねるものです。 

委 員 ：それと、P8 の課の配置計画及び階層についても同様に 3階建てとい

うことで決まっているのですか。 

課 長 ：これは、まだ決まっていませんが、これも委員会にて審議していた

だき、最終的には町長へ答申することになります。仮に 2 階建てと

なると、議会など大きなスペ－スが必要となります。また、建築面

積も多く必要となりますので、3 階建てが標準的な考え方になると

思います。 

委 員 ：これまで庁内委員会などで検討されているように思いますが、既に

具体的な内容となっているようなので、プロポ－ザルなどで自由で

斬新なアイディアをもって設計した方がいいのかなと思いますが。 

委員長 ：これまで庁内委員会で検討されたものを、この委員会で審議して出

された意見をもう一度まとめてこの委員会に諮ると思いますが、そ

れプラス自由なアイディアを取り入れる方法がないのかということ

ですが。そこの説明をお願いします。 

課 長 ：庁舎については、柔軟性をもたせた考え方で進めていきたいと思い

ます。また、P6 の規模についても、5,800 ㎡と限定するわけではな

く概ねという表現と5,400から5,800㎡と二つの文言がありますが、

この委員会で決めていただきたいと思います。また、発注する際に

は同じ条件の中で設計者を決めていかないといけませんので、階層

については 3 階建で決めていきたいと思います。また事務室やその

他必要と思われる機能については、いろいろなアイディアを設計者

のほうから出して来ると思います。 

委員長 ：それでは、あと一人お願いします。 

委 員 ：今の委員が質問した件について、課長の方から説明がありましたが、

これは次に実施設計に移る際に自由な意見を反映させるための枠を



 12

作らないといけないということだと思いますが、この大枠の基本方

針が十分に詰められているのかが問題であって、先ほど説明があっ

た景観計画においても、果たして 3 階建てでいいのか、バックのロ

ケ－ションや、その計画のチェックも景観計画で必要になってくる

かも知れないので、その辺の摺り合わせについてはここでは見えて

こないこともあり、疑問に思うこともあると思います。それと、資

料 1P7 の【3】統合庁舎の基本的な考え方では、「町民の命と財産を

守る防災拠点」として位置づけられているにも関わらず、資料 2P4

の防災機能では内容として初動体制のための人員としか表現されて

いない部分があり反映されていないと思います。それと、委員がお

っしゃっていた、町民ロビ－と交流ホ－ルを合わせることによって

通常は町民のためのホ－ルとして利用しますが、緊急時においては、

非常用自主電源もありますので特殊な医療が必要な方などを受け入

れるための場所になったり、パ－ティションで区切るなどいろいろ

なアイディアがでてくる可能性があると思います。ですから基本方

針では、言葉で出さなくてもきちっとした議論がなされているとい

うように読めるような詰め方をしなければいけないと思います。 

委員長 ：私たち委員がいろいろ含みをもった内容を決めていく場面において、

難しいことも多くありますが、そろそろ集約しないといけないと思

いますので、先ほど課長からお話があった庁舎の規模について我々

委員会で決めてほしいということがありました。そこで総務省基準

による算定方法で 5,800 ㎡と国交省基準による算定方法で 5,400 ㎡

のサンプルがありますが、概ね 5,800 ㎡で行くのかそれとも決めら

れた規模の中で設計をするのかということで、今日の委員会で決め

たいと思います。それでは、Aとして「5,400 ㎡から 5,800 ㎡程度」、

Bとして「概ね 5,800 ㎡」のどちらにしますか。 

委 員 ：設計する立場としては、Bの概ね 5,800 ㎡の方がいいと思います。 

委員長 ：概ね 5,800 ㎡の案を我々の決定ということではなく意向という形で

もっていくことでよろしいですか。 

委 員 ：はい。（委員多数） 

委員長 ：それから P8 の階層についてですが、資料では各階に関連する課が配

置されている形になっています。いろいろ景観計画においても調整

があると思いますが、この階層でいいのか皆さんの意向をお聞きし

たいということですね。 

委 員 ：この計画は、関連する課をゾ－ニングで区切っていると思いますが、

一階部分を窓口に関連する課、二階部分を事業課の執務室、三階部
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分を議会という形でスッキリしていると思います。また、議会を二

階に配置することで、建築面積が多く必要となるので駐車場の問題

もあり、この考え方の方がベタ－なのかと思います。それと、役場

サイドの意見で使用する立場の意見として尊重するべきかと思いま

す。 

委員長 ：例えば４階ということはあり得ますか。 

課 長 ：今のところ考えておりません。 

委 員 ：概ね三階建てということではどうですか。三階建てとしての要素が

まだ出そろってないと思います。 

委 員 ：渡り廊下等で議会と庁舎を繋ぐような検討しましたか。 

課 長 ：議会を別にすると、敷地面積が足りなくなりますので考えておりま

せん。 

委 員 ：事業を行う課については、現場に行くことも多いので一階部分に配

置した方がいいとか、庁内委員会で議論されたのですか。 

課 長 ：具体的な話はないですが、業務など関連する課の動線や効率的な課

の配置計画を考えています。 

委 員 ：それと、エレベ－タ－については、例えば二階であればいらないと

か、三階であれば必要だとかあると思いますが。 

事務局 ：行政サ－ビスを考えますと、例えば三階に議会があれば、それを傍

聴する車椅子の方がいれば必要となりますので、例え二階であって

も必要になります。 

委員長 ：それでは、各委員からいろいろご意見等がありましたが、階層につ

いては、再度庁内委員会で検討していただき、次回の委員会で決め

ていきましょうね。 

委 員 ：三階がいいとか悪いとかではなく、この構想の中に「タウンセンタ

－における庁舎の役割」、「中心市街地の核となる庁舎」と掲げてお

り、なおかつ現在景観計画においても策定中である中で、誰が見て

もこれは目玉だという風にとらえますので、逆にこれをまちづくり

に活かす手段として使わない手はないと思います。そこである程度

のコンセプトが決まればものすごくいいアイディアがでてくる可能

性があると思いますので基本方針をしっかりまとめていくことが大

事だと思います。 

委員長 ：それでは、再度庁内委員会で検討していただき、次回この委員会で

決めていきましょうね。それでは、その他事務局からの連絡があれ

ば宜しくお願いします。 

事務局 ：第１回八重瀬町統合庁舎建設委員会の議事録をホームページに掲載
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したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

全委員 ：はい。 

事務局 ：その他にお配りした資料ですが、前回、三市町村役場庁舎の視察を

しました。そこで光熱費の推移や維持管理費の推移を竹内委員から

の質問ということで依頼し、回答を得た資料となっていますので、

今回は時間がありませんので、持ち帰って読まれてください。 

委員長 ：白熱したご意見もあり大変いい議論ができたかと思います。今後も

このように審議する場をもっと増やして、より良い庁舎が建てられ

るようにお互い切磋琢磨して頑張って行きましょう。それでは次回

の委員会については年を越して 1 月にあると思いますので宜しくお

願いします。2012 年も幕を閉じますがいい年を迎え、新たなるこの

委員会も活力を求めながら共に頑張りましょう。これで閉会します。 

 

 

以 上 


